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【請願の趣旨】 

警察庁の生活経済事件のまとめによると、食品の産地を偽装するなどの違法行

為により摘発した事件は平成２１年度全国で６６件、過去最高を記録しました。昨年

上半期では減少になっていますが、２０件近くになっています。食品偽装事件は続

いており消費者は「食の安全・安心」に引き続き重大な関心を持っています。  

 

こうした中佐賀県では、「食品安全憲章」を作り、平成１６年に「佐賀の食品安全ア

クションプラン」を策定して「安全・安心“さがの食”県民運動」に取り組んで来ました。

この取り組みは平成２０年度までの計画であり、掲げた指標課題は達成されたとして、

平成２０年度で一旦終了をしています。この活動は全国にも誇れる官民連携した取

り組みだったといえます。 

 

佐賀県の食品などの安全・安心の確保については平成２０年後も総合計画２００７

として位置づけられ、次期総合計画の中でも引き続き推進されると聞いています。 

私たちはこうした佐賀県の取組みは先進的であり前進的であると歓迎します。 

と同時に、私たち消費者の食の安全・安心を確保するためには、国の食品安全

行政の強化とともに、身近な地方自治体である佐賀県が食の安全・安心にむけた社

会的なシステムを、より長期的に一層充実していくことが必要と考えます。 



 

全国では４７都道府県中で２６の県が国の定めた食品安全基本法を受けて、更に

地域の条件に応じた施策を取り入れ、県内の産業や県民の健康実態などを踏まえ

た，食の安全・安心行政を一層充実させる取り組みが進められています。２０１０年

度には新たに２７番目の条例が鹿児島県で制定されました。 

鹿児島県と同様に、佐賀県のような食料の生産県の場合、その地域の食品の安

全に対する意識や施策レベルの向上を図ることが佐賀ブランドをはじめとした佐賀

県産品の信頼をたかめるものとなります。県での条例制定はその意思表明にもつな

がります。 

 

昨年は宮崎県で口蹄疫が発生し県民の生活に重大な影響をもたらしました。鳥

インフルエンザの発生も危惧されています。ますます複雑化し多様化する食の問題

に対応して、県民の生命と健康を守るためには生産から消費にいたるすべての関

係者による協働の取組み、情報公開とリスクコミュニケーションの促進、食に関する

事故や危険の発生を未然に防ぐ施策が大切であり、佐賀県でも食品安全・安心条

例を定めて、長期的な視野を持つことが必要だといえます。 

 

以上の趣旨に基づき、下記事項を請願いたします。 

 

記 

 
１．佐賀県の食の安全・安心行政の消費者視点にたった総合的で長期的な推進を

行うために、実効性のある「佐賀県食の安全・安心条例(仮称)」の制定を促進して

下さい。 
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